
○利根町地域おこし協力隊設置規則 

令和５年６月２７日 

規則第２６号 

利根町地域おこし協力隊設置規則（平成２８年利根町規則第５号）の全部を

改正する。 

（設置） 

第１条 人口減少及び高齢化が進行する本町において，地域外の人材を積極的

に誘致し，その定住及び定着を図るとともに，地域の活性化等を促進するた

め，地域おこし協力隊推進要綱（平成２１年３月３１日付け総行応第３８号

総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。）に基づき，利根町地域おこ

し協力隊（以下「協力隊」という。）を設置する。 

（定義） 

第２条 この規則において，次に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１） 任用型隊員 協力隊のうち，地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として任用

した者 

（２） 委託型隊員 協力隊のうち，町長が業務委託契約を締結し，委嘱し

た者。（以下「受託者」という。） 

（協力隊の活動） 

第３条 協力隊の隊員（以下「隊員」という。）の活動は，町及び地域住民等

との連携により，次に掲げるもののうちから，利根町地域おこし協力隊募集

要項でその都度定めるものとする。 

（１） 移住定住の促進に関する活動 

（２） 地域コミュニティの維持及び地域の活性化に関する活動 

（３） スポーツによるコミュニティの活性化及び健康増進に関する活動 

（４） 空き家・空き地の調査及び移住希望者業務に関する活動 



（５） まちづくりや地域間交流に関する活動 

（６） 地域資源の発掘及び利活用に関する活動 

（７） 地域産業の振興に関する活動 

（８） 地域の情報発信に関する活動 

（９） 前各号に掲げるもののほか，地域活性化に係る活動で町長が必要と

認める活動 

（隊員の要件） 

第４条 隊員は，次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから，町長が任用又

は委嘱する。 

（１） 三大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住民票を有する者（推

進要綱に規定する要件を満たす者）であって，任用又は委嘱されるまでの

間に，本町に住民票を異動し，定住する意思を有する者 

（２） 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。） 

（３） 第１６条に規定する欠格事項に該当しない者 

（４） 心身ともに健康で，隊員の活動に意欲と熱意があり，任期後も引き

続き本町に定住する意欲がある者 

（５） 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第８４条に規定する普通

自動車第一種免許を有している者 

（遵守事項） 

第５条 隊員は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 積極的に活動に取り組むこと。 

（２） 地域住民との融和に努めること。 

（３） 任用又は委嘱後，速やかに本町に生活拠点を移し，住民票を異動す

ること。 

（町の役割） 

第６条 町は，隊員の活動が円滑に実施できるよう，次に掲げる事項を行うも

のとする。 



（１） 隊員の活動に対する住民への周知及び総合調整 

（２） 隊員の研修及び隊員相互の交流 

（３） 任用又は委嘱期間終了後の隊員の定住支援 

（４） 前各号に掲げるもののほか，隊員が行う活動に対して必要な事項 

（隊員の任用又は委嘱期間） 

第７条 隊員の任用又は委嘱期間は，１年とする。ただし，年度途中において

任用又は委嘱された隊員の期間は，任用又は委嘱した日の属する年度の末日

までとする。 

２ 町長は，前項の規定にかかわらず，勤務実績に基づく能力の実証により，

１年を超えない範囲内で，通算して３年を限度に任用又は委嘱期間を更新す

ることができる。 

（任用型隊員の報酬） 

第８条 任用型隊員の報酬は，月額２９１，０００円とする。 

（任用型隊員の勤務条件等） 

第９条 任用型隊員の勤務日は，１週間につき５日とする。 

２ 任用型隊員の勤務時間は午前８時３０分から午後５時１５分までとし，休

憩時間は正午から午後１時までとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず，町長は，活動の内容において調整が必要と認

める場合には，任用型隊員の勤務時間等を変更できるものとする。 

４ 前３項の規定に定めるもののほか，任用型隊員の休暇その他勤務条件に関

し必要な事項は，利根町会計年度任用職員の勤務時間に関する規則（令和元

年利根町規則第１３号）を準用する。この場合において，「職員」とあるの

を「隊員」と読み替えるものとする。 

（任用型隊員の公務災害補償） 

第１０条 任用型隊員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は，市

町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例（昭和５０年茨城県市町村事

務組合条例２７号）を準用する。この場合において，「職員」とあるのを「隊



員」と読み替えるものとする。 

（委託型任用職員の勤務条件等） 

第１１条 委託型任用隊員の勤務条件等については，町長と協議して定めるも

のとする。 

（委託型隊員の委託料） 

第１２条 町長は，隊員からの活動に関する提出資料等を審査し，適正と認め

られるときは，隊員に対し，地域活動の対価として委託料を支払うものとす

る。 

（隊員活動の経費の支給） 

第１３条 町長は，隊員が，第３条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲

内で支給する。 

（活動報告等） 

第１４条 隊員は，その活動内容について，利根町地域おこし協力隊活動日誌

（様式第１号）に記録しなければならない。 

２ 隊員は，活動を行った日の属する月の翌月１０日までに，利根町地域おこ

し協力隊活動報告書（様式第２号）に，前項の利根町地域おこし協力隊活動

日誌を添付し，町長に提出しなければならない。 

（解任等） 

第１５条 町長は，隊員が次の各号のいずれかに該当するときは，解任するこ

とができる。 

（１） 法令若しくは，この規則に定める隊員の遵守事項に違反し，又は職

務を怠ったとき。 

（２） 疾病，事故等により，隊員活動の遂行に支障があり，又はこれに堪

えられないとき。 

（３） 隊員本人から届出があったとき。 

（４） その他，町長が隊員として適当でないと認めるとき。 

（服務） 



第１６条 隊員は，協力隊の活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も，同様とする。 

２ 隊員は，利根町地域おこし協力隊員身分証明書（様式第３号）を携帯し，

関係人から請求があったときは，これを提示しなければならない。 

（補足） 

第１７条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，町長が別に定める。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（令和６年規則第１２号） 

この規則は，公布の日から施行し，改正後の利根町地域おこし協力隊設置規

則の規定は，令和６年４月１日から適用する。 

この規則は，公布の日から施行し，改正後の利根町地域おこし協力隊設置規

則の規定は，令和７年４月１日から適用する。 



 



 



 



様式第１号（第１４条関係） 

様式第２号（第１４条関係） 

様式第３号（第１６条関係） 

 


